
様式第６号(第９条関係) 

指 名 停 止 措 置 の 概 要 

 

 

1 指名停止措置業者名及び住所 

 

 指名停止措置業者名 所在地 登録番号  

水道機工株式会社 東京都世田谷区桜丘５－４８－１６ 890534 

   

 

2 指名停止措置期間 

 

     令和５年３月７日 ～ 令和５年４月６日（１箇月間） 

 

3 指名停止措置の適用範囲    市が発注する物品調達等 

 

 

4 事実概要 

水道機工株式会社は，資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置し

ていた。また，資格要件を満たさない者を監理技術者として工事現場に配置していた。

さらに，経営事項審査において資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽

の申請を行った。 

    これらのことにより，同社は，国土交通省関東地方整備局から令和５年２月１０

日付けで，建設業法第２８条第１項本文の規定に基づく指示処分及び同条第３項の規

定に基づく営業の停止命令を受けた。 

 

 

5 指名停止理由 

「ひたちなか市物品調達等契約に係る指名停止等の措置要綱」第２条別表に掲げる（不

正又は不誠実な行為）第８項（１）に該当するため。 

 

〈ひたちなか市物品調達等契約に係る指名停止等の措置要綱〉 

  

 

 
措 置 要 件 期 間  

第2条別表 

8 不正又は不誠実な行為 

 

(1) 前各項に掲げる場合のほか，業務に関し，不正又は不誠実

な行為をし，契約の相手方として不適当であると認められ

るとき。 

(2) 前各項に掲げる場合のほか，代表役員等が禁固以上の刑に

当たる犯罪の容疑により公訴を提起され，又は禁固以上の

刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑

を宣告され，物品調達等の契約の相手方として不適当であ

ると認められるとき。 

 

 

 

1月以上9月以内 

 

 

1月以上12月以内 

   

   

  

 
問 い 合 わ せ 先   

ひたちなか市総務部契約検査課 

ひたちなか市東石川2丁目10番1号 

電話 029-273-0111 

   

 


